
〇大学における教員養成の下、学芸的側面が過度に強調されたり、担当教員の関心に基づいた授業が展開
〇学校現場の課題が複雑・多様化する中、教員養成課程において、実践的指導力や課題への対応力の修得が不可欠

〇すべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力を明確化することで教員養成の全国的な水準を確保

作成の背景・目的

全ての大学の教職課程で
共通的に修得する教育内容
＝教職課程コアカリキュラム

地域や採用者の
ニーズに対応した
教育内容

大学の自主性や
独自性を発揮する

教育内容

事項例 到達目標（一部抜粋）

各教科の指導法（情報
通信技術の活用を含
む。）※小中高

・学習指導要領における当該教科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解している。
・学習指導案の構造を理解し、具体的な授業を想定した授業設計と学習指導案を作成することができる。
・当該教科の特性に応じた情報通信技術の効果的な活用方法を理解し、授業設計に活用することができる。

特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対
する理解

・発達障害を含む特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の心身の発達、心理的特性及び学習の過
程を理解している。
・「通級による指導」及び「自立活動」の教育課程上の位置付けと内容を理解している。

道徳の理論及び指導法 ・道徳教育の歴史及び現代社会における道徳教育の課題（いじめ及び情報モラル等）を理解している。
・学校における道徳教育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。

教育実習（学校体験活
動を含む。）

・教育実習生として遵守すべき義務等について理解するとともに、その責任を自覚したうえで意欲的に教育実
習に参加することができる。
・学習指導要領及び児童又は生徒の実態等を踏まえた適切な学習指導案を作成し、授業を実践すること
ができる。

【大学関係者】
・コアカリキュラムの内容を踏まえて教職課程を編成
・シラバスを作成する際や授業等を実施する際に、学生がコア
カリキュラムの内容を修得できるよう授業を設計・実施

※平成29年策定時は改正前の「教職に関する科目」のコアカリキュラムについて作成。令和３年８月に法令の改正により、
「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を追加する等の一部改正を行った。

【採用者（教育委員会関係者、
学校法人関係者）】
・コアカリキュラムの内容を踏まえ
た教員採用選考を実施

【国（文部科学省）】
・教職課程の審査・認定
及び実地視察においてコ
アカリキュラムを活用

教職課程における位置づけ

活用方法
教員を養成する大学、教員を採用・研修する教育委員会等、教育制度を所管する文部科学省等の各関係者が認識を共有して取組を推進

各大学においては、コアカリキュラム・地域のニーズ・大学の独自性等を踏まえて、体系的な教職課程を編成

教職課程コアカリキュラム（概要）
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